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総務委員会会議録 

 

平成２４年４月１６日 月曜日 

  午前１０時０３分開議 

  午後 ０時０１分閉議（実時間１１８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．陳情第１３号・競輪場外車券売り場南松江

町内への誘致反対について 

１．陳情第１４号・公認プールの整備について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

  （総合計画後期基本計画の策定について） 

  （事業仕分け対応方針の予算反映につい

て） 

  （第二次行財政改革実施計画（アクション

プラン）について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  亀 田 英 雄 君 

副委員長  成 松 由紀夫 君 

委  員  太江田   茂 君 

委  員  小 薗 純 一 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  友 枝 和 明 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

 

※欠席委員 鈴木田 幸 一 君 

      藤 井 次 男 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 企画戦略部長     永 原 辰 秋 君 

  企画政策課長    丸 山 智 子 君 

  企画政策課企画係長 相 澤   誠 君 

  行政改革課長    豊 本 昌 二 君 

  行政改革課長補佐  白 川 健 次 君 

 市民協働部長     坂 本 正 治 君 

  いきいきスポーツ課長 有 馬 健 一 君 

                              

○記録担当書記     竹 岡 雅 治 君 

 

（午前１０時０３分 開会） 

○委員長（亀田英雄君） 皆さんおはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 定刻となり、定足数に達しましたので、ただ

いまから総務委員会を開会いたします。 

 本日は、さきの３月定例会において継続審査

となっておりました平成２３年陳情第１３号・

競輪場外車券売り場南松江町内への誘致反対に

ついてと、平成２３年陳情第１４号・公認プー

ルの整備についての陳情２件について、また、

当委員会の所管事務調査であります行財政の運

営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進

等に関する諸問題の調査を議題とし、調査を進

めます。 

 まず、陳情２件について、執行部からの説明

を受け審査した後、所管事務調査について執行

部から３件の報告を受ける予定でおりますの

で、よろしくお願いいたします。 

                              

◎陳情第１３号・競輪場外車券売り場南松江町

内への誘致反対について 

○委員長（亀田英雄君） まずは、継続審査と

なっておりました平成２３年陳情第１３号・競

輪場外車券売り場南松江町内への誘致反対につ

いてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 どうしましょうかね。書記に朗読いたしまし

ょうか。（｢よか」と呼ぶ者あり）よかです

か。（｢うん」と呼ぶ者あり）よかですね。
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（｢はい」「わかっとる」と呼ぶ者あり） 

 はい。それでは、場外車券販売施設の全般に

ついてですね、執行部から説明を願います。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）企画戦略部でございます。 

 審査案件であります競輪場の場外車券売り場

の南松江町内への誘致反対につきまして、これ

につきましては、あくまでも民間の商業活動と

して計画をされているようでございますが、我

々執行部としては、この内容につきましては承

知をいたしておりません。ですから、本日は、

この場外車券場──サテライトというふうにい

いますけども、この概要につきまして、あるい

は九州管内の状況とか、この制度とか、そうい

ったものにつきまして説明をさせていただきた

いというふうに思います。 

 説明は、丸山企画政策課長がいたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。わかりまし

た。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。それで

は、お手元の資料に基づきまして、私のほうか

ら場外車券売り場の内容と設置に至るまでの流

れ等につきまして御説明させていただきます。 

 では、資料の１ページのほうをごらんくださ

い。 

 専用場外車券売り場についてといたしており

ますが、まず、この場外車券売り場とはという

ところから入りたいと思いますが、まず２種類

あるということで掲載いたしております。 

 １つ目が、専用場外車券売り場。競輪場外に

設置される専用場外車券売り場というもので、

車券を発売することと、それから、的中車券の

払い戻しができる施設ということになっており

ます。そして、その中では、大型映像とか、テ

レビを通しまして、競輪場からの中継を観戦し

ながら、車券の販売、あるいは払い戻しができ

る施設ということです。 

 それともう一つございますが、２つ目が前売

り専用場外車券売り場。こちらは、車券の発売

はすべて前売りになるもので、レース実況等の

映像サービス等は行われないというものになっ

ております。 

 今回、計画されておりますのは、１番の専用

場外車券売り場ということになっております。 

 次に、その専用場外車券売り場についてです

けれども、その中でも２種類あるということ

で、１つ目が、施行者が直接運営するもの。施

行者といいますのは、競輪場を主催する地方自

治体ということでございます。２つ目が、民間

企業が設置し、特定の施行者が管理施行者とし

て運営を取り仕切るもの。こちらが、サテライ

トという愛称で大半呼ばれているものでござい

ます。ほとんどのものが、こちらの民間企業が

設置する形ということでございます。 

 このサテライトにつきまして、九州内に現在

あるものを下に掲げております。ごらんのとお

り、福岡に４カ所、佐賀、長崎、大分が１カ所

ずつ、宮崎が３カ所、鹿児島県が５カ所という

ことで、全部で１５カ所、６県にございます。

ごらんのとおり、熊本県内には現在はない状況

でございます。 

 ２ページのほうに、鹿児島県の分がございま

すけれども、一番上にサテライト阿久根という

ことでございます。括弧書きで熊本競輪場とな

っておりますので、こちらのサテライト阿久根

が熊本競輪場が唯一出しておられますサテライ

トということになっております。 

 次に、九州内の競輪場ということで、小倉競

輪場、久留米競輪場、武雄競輪、佐世保競輪、

別府競輪、熊本競輪ということで、５県６カ所
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の競輪場があるという状況でございます。 

 以下は、専用場外車券売り場の設置許可に至

りますまでの手続等を示したものでございま

す。 

 まず、設置許可でございますが、自転車競技

法５条におきまして、１項にございますよう

に、経済産業大臣の許可を受けなければならな

いとされております。 

 その次が、設置許可申請ということで、自転

車競技法に規則で定められているものをそのま

ま載せております。こちらにつきましては、ち

ょっと説明のほうは省略させていただきます。 

 ３ページでございます。 

 設置許可の基準ということでございます。こ

ちらも自転車競技法の施行規則で定められてい

るものでございます。１項にございますよう

に、学校その他の文教施設及び病院その他の医

療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健

衛生上著しい支障を来すおそれがないことな

ど、以下の基準が設けられているということで

ございます。 

 それから、場外車券発売施設の設置に関する

指導要領についてということでありますけれど

も、こちらは、平成１９年の１０月１日付経済

産業省製造産業局長名で発令されております。

１項にございますように、場外車券発売施設の

設置の許可申請に当たっては、必要に応じ、当

該場外車券発売施設の設置場所の所在する町内

会等又は地方自治体の長の同意を得る等の地域

社会との調整を十分行ったことを証する書面を

提出するよう求めることとされております。ア

ンダーラインにございますように、町内会、ま

たは地方自治体の長など、地元の同意が必要で

あるということでございます。 

 それから、２項にございますけれども、この

許可申請に当たりましては、申請者が施行者以

外の者であるとき、すなわち、民間のほうで施

設を申請される場合には、少なくとも１つの競

輪施行者が当該場外車券発売施設を使用する予

定であることを示す書面を提出するよう求める

こととなっておりますので、申請の段階でどこ

かの競輪場を施行している自治体の使用予定の

同意もあわせて必要であるということでござい

ます。 

 次に４ページをごらんください。 

 こちら、ただいま申し上げてまいりましたと

ころの設置申請に係る流れをフロー図で示した

ものでございます。 

 設置者が、地元調整ということで、地元の同

意ですね、町内会または市町村長の同意を得た

書面、それから施行者の進出同意。先ほど申し

上げましたように、競輪事業を行っております

自治体の進出同意を得まして、許可者でありま

す経済産業省に設置許可の申請をするという流

れになっております。 

 設置許可がおりましてからオープンというこ

とになりますが、施行者と破線の矢印という

か、点線の矢印ということで、行政協定として

おりますが、こちらは地元自治体に、地元協力

費といったものが交付されるような仕組みにな

っておりますので、それについての事務的な協

定を結ぶということで、行政協定というものが

行われるのが大半ということでございます。 

 流れにつきましては以上でございます。 

 以下、５ページと６ページにつきましては、

先ほど申し上げました熊本競輪場が出しておら

れますサテライト阿久根につきましての写真と

いうことになってます。外観と室内ということ

でございます。こちら、参考ということでごら

んいただければと思います。 

 簡単ではございますが、説明といたしまし

て、以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい。ありがとうご

ざいました。 

 今、施設全般ということで説明をいただきま

した。本件についてですね、何か御質問、御意
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見はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今、説明をいただいた

分について、ちょっと──説明。 

○委員長（亀田英雄君） 説明。 

○委員（野﨑伸也君） 説明いただいた分につ

いて質問します。 

 済みません。 

 九州に、今、何個かこう、内のサテライトと

いうことで書いてあっとですけれども、これが

ですよ、専用場外車券売り場なのか、２つ項目

があったですよね。２種類あるっていうこと

で、場外車券売り場には。で、これ、どっちに

なっとっとですかね。わかんなっですか。 

○企画政策課企画係長（相澤 誠君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 相澤係長。 

○企画政策課企画係長（相澤 誠君） はい。

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり） 

 今、説明がですね、ありましたけれども、ほ

とんどの多くのですね、場外車券売り場は、も

う専用場外車券売り場ということになっており

まして、前売りは全国でも１０もないぐらいの

数になっております。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。 

 じゃ、もう一点ですけれども、地元協力費て

いうのを何か言われたんですけれども、それ、

幾らぐらいなんでしょうか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） 幾らぐらいに

なるかは、ちょっと私どもでは把握しておりま

せんが、やはり発売金額に応じて、ある程度の

パーセンテージが設定されて、それを協定で結

ぶと、取り交わすということになっているそう

です。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ＪＲＡさんのほうのあ

ったですよね、地域整備のやつを。ああいう形

というふうに御理解してもよろしいですか。そ

れとはまた違うとですか。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） 恐らく、それ

と同様の形だと思いますが、パーセンテージで

すとか、どのような形で受け入れるかとは、ま

た変わってくるかと思います。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ちょっと確認し

たかったのは、ＪＲＡの関係でいけばですよ、

設置された場所からのあれですよね、距離ちゅ

うか、区切ってあって、そこに使ってください

よって市のほうにもらうじゃないですか。そう

いったところがどうなのかなっていうふうに思

ったんですけども。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） ＪＲＡの場合

は、中央競馬会の規定の中でそういったことが

うたわれております。その範囲、使う範囲とか

ですね、金額の計算の式とかも全部規定でうた

われております。 

 と、このサテライトの、この環境整備費とい

うのは、法律とかそういった規定ではなく、あ

くまでも協定書の中でやられてるようでござい

ます。例えば、通達の中にこうやりなさいと

か、そういうものがあるものではないというこ

とで、協定書の中でやるってことで。例えば、

ほかのところちょっと聞いてみますと、範囲が

あるとか、そういうことはあんまり聞いたこと

はないってことで、自治体間の話し合いの中で

やられるんじゃないかなというふうに思うんで

すけど。（委員野﨑伸也君「はい。わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 
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 ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 一つ確認いいですか。

委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい。どうぞ。成松

委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。最後のところ

で、４ページ、地元同意のとこですが、町内会

等、自治会ですね、の同意または市町村長の同

意とあるんですが。これは、確認の意味ですけ

れども、どっちかがあればいいちゅうことです

か。それとも、２つとも取りつけなければなら

ないちゅうことですかね。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。どちら

かでいいということで聞いております。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） ということは、町内

会の同意だけでも誘致はできるちゅう話ですか

ね。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） そういうこと

になろうかと思います。（委員成松由紀夫君

「わかりました。ありがとうございました」と

呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ＪＲＡさんのことば余

りですね、出すともあれかなと思うとですけど

も。そのときがですよ、いろいろな話し合いと

か、こういった場でもですね、いろいろあった

と思うとですけれども。また、今回のやつと、

市としてのスタンスというのはどういうふうに

持っておられるんですかね。違いちゅうか。違

いがあるのなら、あるでいいんですけども。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 冒頭申し上げ

ましたように、これは、あくまでも民間がされ

る経済活動の中での計画。ですから、先ほどあ

りましたように、規定の中でも、行政がそこに

出てくる場所というのは、設置までは全然あり

ません。ですから、これについて、どうのこう

のという立場ではないというのが我々の認識で

ございます。 

 当然、施行者といいますか、この間、まあ、

今、計画されてるのは熊本競輪みたいなんです

けども、熊本市からそういった協議があれば、

そこで市長の判断のもとにですね、どうするか

っていうのは出てくるかと思うんですが、設置

までの手順の中で、我々が何かを判断すること

はないというふうに我々は今思っているところ

でございます。 

○委員長（亀田英雄君） ＪＲＡとの違いは。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） ＪＲＡの場合

は、土地が市の所有する土地をとの協議でござ

いましたから、その辺の関連でですね、行政が

ずっとかかわってきたというのもございます。

ＪＲＡの場合は、あくまで誘致っていうのが、

民間期成会が誘致をされましたので、誘致とい

う形ではそういうことだったんですが、市の土

地を売買の対象という形でずっと協議をしてき

ましたし、まあ、民間等の支援という形でもい

ろいろ情報の提供とかですね、ＪＲＡとの協議

なんか一緒にやらさせていただきましたけど、

それとは全然違うものであるというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。 
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 ＪＲＡのほうは、市の土地があったけんが、

その売買の関係もあるしちゅう話で、市のほう

が入っていった部分もあると。今回のやつでい

けばですよ、全然そういったことはないんでと

いう話だったんですけれども。 

 一つ思うのはですよ、陳情でですね、上がっ

てきているというような中でですよ、これ、何

か町内のことでですね、いろいろと何か上がっ

てきているというような部分があるんですよ。

で、市としては、やっぱその町内の体制の指導

というか、そういった部分もですよ、何かある

のかなと私は思うんですよ。どういった状況な

のか。町内さんがどういった、個別にでもいろ

いろやられたと思うとですけれども、そういっ

たところに対して、話を聞いたり、ヒアリング

したりだったりなんか、そういったところ問題

があったときですよ、そういったところの御指

導とかっていうのも市のほうではあるのかなっ

ていうふうに思ったんですけど、そこら辺のと

こはどやんでしょうか。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） これ、町内会

というのは、あくまでも独自のですね、地縁自

治会の中でやられることですから、そこの中に

行政が最初から入ってどうのこうのというのは

言えない立場だと思います。もちろん、そこで

紛争があったりなんかした場合にですね、何ら

かの指導という部分が出てくるかもしれません

けども、今のところ、現状の中で、今、何か物

言えるというようなことではないと思います。 

 ただ、いろんな御相談とか確かにございます

し、今回の反対のことにしても来られてますけ

ども、その辺は、こういった苦情等もあってま

すよってことは、逆に町内長さんあたりに情報

を提供してですね、そういったことがないよう

にお願いしますねってことは申し上げておりま

すけども、その中身のやり方とか、そういった

のについては、一切指導とかはやっておりませ

ん。あくまでも自治会の自治っていいますか、

そういうものでやるべきものではないかなとい

うふうに思っております。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。わかりました。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） この施設については、

お隣の氷川にもこういう働きかけがあって、そ

して議会と行政が一応のね、動いたと思います

けど、調査されてますか、氷川の状況を。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 済みません。

氷川の状況については、承知をいたしておりま

せん。（委員笹本サエ子君「ぜひ調べてくださ

い。全く無関心ではいけないと、私はやはり思

います。ぜひ、これは行政としてね、どういう

経過だったのかね、調べてください」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） ほかに何かありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようですので、

それでは、本件についての本日の審査はこの程

度にとどめ、次の６月定例会の当委員会におい

てですね、本日の審査を踏まえ、改めて審査し

たいと思いますが、これに御異議ありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。お疲れさまでした。 

                              

◎陳情第１４号・公認プールの整備について 

○委員長（亀田英雄君） 次に、平成２３年陳

情第１４号・公認プールの整備についてを議題

とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、これ、省略し

ていいですかね。（｢はい」と呼ぶ者あり）は
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い。 

 それでは、公認プール整備のこれまでの経緯

などについて、執行部から説明を願います。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）大変お世話になります。 

 陳情１４号の公認プールの整備につきまし

て、御説明させていただきたいと思いますけど

も、この市民プールの公認化につきましては、

既に何回か要請・要望が出ております。ただ、

市民プールにつきましては、既に５０年近くた

っておりまして、非公認になってからも３０年

近くたっております。その経緯等につきまして

説明をさせていただきたいと思いますし、あ

と、施設の概要、今現在どういうふうになって

いるか、それから、どういう使われ方をしてい

るか、利用状況等についても説明をさせていた

だきたいと思います。 

 説明のほうは、いきいきスポーツ課の有馬課

長のほうに説明をさせますので、よろしくお願

いいたします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。有馬いきいき

スポーツ課長。 

○いきいきスポーツ課長（有馬健一君） はい。

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）いきいきスポーツ課の有馬

です。座らせていただき、説明させていただき

ます。 

 それでは、資料の１ページをごらんくださ

い。 

 水泳協会の陳情のほうにもですね、内容、大

変詳しく掲載してありますけども、そこらあた

りについてですね、詳しく私のほうから説明さ

せていただきたいと思います。 

 まず、１ページ、昭和２９年の８月にです

ね、市営プールとして２５メータープールがで

きております。で、その後に、昭和３８年１

月、市営プール公認５０メートルプールという

ことで、現在の５０メートルプール、これはコ

ンクリートでつくられたと、これがこの３８年

でございます。その下に、ちょっと四角の囲み

でちょっと書いておりますけれども、この５０

メータープールがですね、途中、ちょっと工事

をしておりまして、それを機に非公認になった

という経緯を書いております。 

 昭和３８年に、このプールができまして、水

球等がですね、できるようにということで、一

番深いところで１メーター８０センチございま

した。 

 で、昭和５２年の１０月１１日に最後の公認

更新ということで、これ、５年ごとにこの公認

プールの更新という手続を行っております。 

 で、昭和５５年ごろなんですけれども、プー

ルの底をですね、埋めて浅くする工事を行って

おります。この段階で非公認になったという経

緯がございます。 

 その工事を行った理由としましては、水深が

深いということで、全体の水量が多いというこ

とで、ろ過能力が低かったというところと、水

球にも使われることがなかったということと、

あと、児童、生徒ですね。小学生、中学生が非

常に泳ぎに来るのに、この１メーター８０セン

チというのは、非常に危険性が高いというとこ

ろの理由によりまして、この工事を行ったとこ

ろでございます。 

 この工事の内容につきましては、今申し上げ

ました理由に基づきましてですね、工事をした

後に、水深が１メーター２０センチ、公認の場

合、１メーター２０センチ以上必要なんですけ

れども、一番浅いところで１メーター１０セン

チになってしまったというところで、この工事

の際にですね、そこのところの確認が十分され

てなかったというふうに伺っております。 

 そして、昭和６１年に、４月１日ですけど
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も、５０メータープールを残しまして、全面改

修を行っております。 

 ちょっと３ページのですね、ちょっと配置図

をごらんください。 

 これが、６１年に工事を行ってできたプール

の配置図でございます。真ん中に５０メーター

プール、これが３８年にできたプールをそのま

ま残して、あとの２５メータープールと幼児プ

ールと管理棟については、リニューアルをして

いるという状況でございます。 

 次、また１ページにお戻りください。 

 その後に、水泳協会のほうから３回ですね、

一応、要望等が上がっておりまして、平成７年

には、公認プールの建設の要望、それと、平成

１１年と１４年にですね、公認プールと、あ

と、全天候型屋根つきのプールをつくってほし

いという要望が上がっております。 

 で、この間ですけども、また四角で囲ってお

りますけども、この日本水泳連盟のプール公認

規則の改定が行われてございまして、２００１

年、平成１３年ですけれども、この規格が変わ

っております。これ、５０メータープールの規

格でございますけども、現況のですね、プール

の一番問題になったのが、この２番の水深とで

すね、コースの幅でございます。水深が１メー

ター１０センチ、これが、２０００年までの規

格でいうと１メーター２０センチ以上あればよ

かったんですけども、２００１年度からは１メ

ーター３５センチ以上というふうに深くなって

おります。それと、コース幅につきましては、

現況が２メートルですけども、２０００年以前

は２メートルから２.５メートル以下と、２０

０１年からは２.５メートル以上ないとだめと

いうことでなっております。 

 この規格につきましては、以前、公認プール

として認められたプールは、そのまま公認プー

ルとして使用することができるという規定にな

っておりますけども、新設、一遍公認が消えた

ものは、新たにまた改修をすれば、新たな規格

でないとだめということになっております。 

 で、こういった水泳協会からの御要望を受け

まして、当局としてもいろいろ検討してまいり

まして、次、２ページをですね、ごらんくださ

い。 

 平成１６年度に、八代市民プール公認５０メ

ートルプールの建設基本計画委託を行っており

ます。 

 この概要につきましては、まず、この既設の

５０メータープールを撤去しまして、公認の５

０メートルを新設するということですけども、

既にこの時点で、このコンクリートプールが、

まあ、約４０年過ぎていたと。また、これを部

分改修して使うということは、コンクリートの

構造物の耐用年数からすると適当でないと。

で、これをもう全くつくりかえるということで

計画をしております。 

 この２番目に、屋根つきの観覧席をつけると

いうことで、約４３０席の席数を計画しており

ました。それと３番目に、大会本部席、器具庫

の新設、あと、ろ過機の部分改修、それと、管

理棟の部分改修などを計画しております。 

 そして、平成１７年に、八代市民プール公認

５０メートルプールの基本実施設計委託を行っ

ておりまして、この年、この八代市の建設計画

におきまして、実施設計をしたということは、

大体、通例でいきますと１８年度に工事を行う

ということになるんですけども、建設計画の財

源の問題で、これをちょっと１年以上延ばして

くれということで、財源の確保が難しいという

ことで、１年延ばす方針を出しとります。 

 次に、平成１８年度、これ、１年後ですけれ

ども、この時点におきまして、八代市建設計画

におきまして、このプールの公認化につきまし

て、１９年度以降のこの計画を凍結するという

方針を打ち出しております。ここらあたりにつ

きましては、ほかの学校の耐震化とか、いろん
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な事業が山積しておりまして、このプールの公

認化に対する財源の確保が難しいということ

で、このような方針を出しております。 

 現状といたしましては、この２２年度にこの

５０メータープールのひび割れ等が発生しまし

て、水漏れが発生したということで、防水工事

を行っております。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 これに、現在の市民プールの概要を記載して

おります。 

 このプールにつきましては、５番目の利用期

間につきましては、現状としては７月１日から

８月３１日までの２カ月間の利用と、時間につ

きましては、朝９時から１９時までということ

になっております。 

 維持管理費につきましては、８番ですね。歳

出予算につきましては、年間７３７万の予算で

ございますけれども、主なものは、委託料の①

のですね、プール監視業務委託ということで４

０８万３０００円という、これが一番主な歳出

予算でございます。 

 次の５ページをお開きください。 

 市民プールの利用状況でございます。 

 この左のですね、個人利用が、実際、プール

の窓口で、小学生、中学生が主に使う部分の利

用状況ですけども、ほとんど変わらないような

状況でございますけども、右側の大会及び集会

室等につきましては、そのときの状況でちょっ

とふえたり減ったりしているところでございま

す。 

 次の２３年度の大会開催につきましては、以

下のですね、４つの大会がございますけども、

市民体育祭の水泳競技につきましては、これは

県民体育祭のですね、代表選考会を兼ねており

まして、ちょっと７月からでは、ちょっと時期

が遅いということで、６月６日に開催されてお

りまして、会場をジャパンエースの、民間ので

すね、プールを利用されて開催をされておりま

す。 

 次に、６ページをごらんください。 

 これが、熊本県内の公認プールの設置状況で

ございます。１１の施設が、公認プールとして

今運営をされているところです。 

 次に、７ページをごらんください。 

 これが、県内でですね、開催される公認の競

技大会でございまして、もうほとんどの大会を

アクアドームくまもとで開催されておりまし

て、幾つかの大会を人吉、山鹿、玉名等でです

ね、開催をされているという状況でございま

す。 

 その次の８ページをごらんください。 

 これが、防水工事をする平成２２年度以前の

プールの状況でございまして、コンクリートの

プールというところで、この公認プールのです

ね、実施設計等をするときに、このプールので

すね、下の写真を見ていただくとわかるんです

が、水面からプールサイドまで１つ段がついて

るんですけども、実は水深を深くするために

は、この上までですね、水面を持ってくれば、

水深はとれるというところのですね、検討もし

ましたけども、どうしてもコース幅が変わると

いうところで、どうしても公認化が難しいとい

うところで当初の判断をしたところでございま

す。 

 次の９ページをごらんください。 

 これが、防水工事をした後の５０メータープ

ールの写真でございます。ちょっと水深が浅く

なってるということで、飛び込み台がより高く

なるということでですね、このスタート台につ

きましては撤去をしております。 

 次の１０ページにつきましては、２５メータ

ープールと幼児プールの写真でございます。 

 以上、市民プールの概要と経緯につきまして

御説明終わらせていただきます。よろしくお願

いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい。ありがとうご
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ざいました。 

 以上ですね、説明がありました。 

 本件についてですね、何か御質問、御意見等

はありませんか。 

○委員（太江田茂君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい。太江田委員。 

○委員（太江田茂君） 説明は聞きましたが、

総額的に、予算的にどんくらい見とられるの

か。 

○いきいきスポーツ課長（有馬健一君） この

５０メーター公認プール……。はい。 

○委員長（亀田英雄君） 有馬課長。 

○いきいきスポーツ課長（有馬健一君） はい。

この公認プールのですね、建設事業で実施設計

を行ったわけですけども、このときの総事業費

ですね、これにつきましては、約４億１０００

万ほど計上しておりました。 

○委員長（亀田英雄君） いいですか。 

○委員（太江田茂君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 太江田委員。 

○委員（太江田茂君） はい。それは、先ほど

説明がありました１８年のときの設計単価です

たいね。それで、今までは約何年たっとるか

な、もう。１８年からだから、もう６年もたっ

ととじゃなかかな。その間に、水泳協会等々は

大分辛抱されてやってきたて思うとですが。 

 今、学校建設の耐震化の問題と絡み合って、

予算的な問題があるというような話をされたん

ですが、もともと皆さんに私が言いたいのは、

学校の耐震化の予算と、うちの八代市の予算ち

ゅうのは、もともと違うんじゃなかろうかと思

う。同じ学校関係でも。しかし、出どころは市

役所の金だからということでおくれとるんだか

ら、これを早くするためには、いかなる方法で

やるのか、これには、恐らく国からあたりの補

助金等はないんじゃなかろうかと思うばって

な、まあ、学校設備だから、幾らかの補助金等

がついてくれば別としても、なぜ早い時点でや

らないのか。６年も設計、基本設計はやっとっ

てから、６年もほったらかしとって、そのもん

がおかしいんじゃなかろうか、私は思います。

ほんでなからぬと、今で４億だったかな。４億

のやつが、今すれば、これは６億なるかもわか

らぬ。物事は、世の中は進んでいて、高うなり

よっとだから。それで、早い時点でやるならや

る、決定した以上は、取り組まないかぬとじゃ

なかろうかと思うとですよ。そこあたりはどや

ん、いきいきスポーツ課はどやん考えとる。 

○委員長（亀田英雄君） 有馬課長。 

○いきいきスポーツ課長（有馬健一君） はい。

おっしゃることはごもっともだと感じでおりま

す。 

 実は、このプールの問題のほかにも、いろん

な体育施設のですね、整備をする必要があるも

のが幾つかございます。そういった中で、本年

度、体育施設のですね、整備計画のほうを策定

したいと。その中で、公認プールのですね、建

設につきまして優先順位を検討いたしまして、

その中で、公認プールの建設に取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

 それともう一つ、この水泳協会からの御要望

の中にもありますけども、全天候型と。以前に

計画していたものにつきましては、もう屋外と

いうことで、屋根がない施設になっておりま

す。で、今回の御要望につきまして、屋根つき

ということでございますので、そこらあたり、

建設事業費としては、また大きくなるのかなと

いうふうにはとらえております。そこらあたり

も含めまして、今後、この施設の整備計画の中

でですね、位置づけをしていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（亀田英雄君） はい、太江田委員。 

○委員（太江田茂君） さっき、この問題につ

いても、私は、合併特例債の話が出とったです

よね。それが、あともう２年、３年には、もう

これが、合併特例債の話が立ち消えせぬかとい
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う予算、頭の中で、どう考えとられるかをもう

一つ説明願います。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 坂本部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） 確かにですね、

今、我々としても、この公認のプールの必要性

については十分認識をしておりますしですね、

整備をしたいというふうに考えてるんですけど

も、今おっしゃったように、全体のですね、市

の建設計画の中で、どう位置づけをしていくか

ということで、今、思っているんですけども、

先ほど課長が話したようにですね、今、スポー

ツが市長部局のほうに参りました関係もあって、

要するに、施設全般のですね、見直しをもう一

回やろうということで、今現在、審議会の中で

ですね、全体のスポーツ施設の見直し含めて考

えていただいております。それを出した中でで

すね、今、建設計画、財源的な今お話がありま

すので、早急にすべきもの、それから優先順位

あたりも含めてですね、十分検討させていただ

いて、御要望に沿うような形で整備をしていき

たいというふうに考えておりますので、十分我

々もですね、認識としてはしておりますけども、

財政当局との協議をさせていただいて、順位を

決めさせていただければというふうに思ってお

りますので、御理解をいただければと思います。 

○委員長（亀田英雄君） 太江田委員。 

○委員（太江田茂君） はい。ただいまの説明

では、精いっぱい考えてやるというようなこと

ですが、私は特にお願いしたいのは、市長がか

ねてから言いよるように、スポーツ王国八代を

つくるんだというようなことをもうちっと真剣

に考えてですね、やっていかぬといかぬとじゃ

なかかと。また、これ凍結どんすんなら、予算

のかかり過ぎっから凍結すんなら、これはまた

おかしな話でですね、やるならやるごて、やっ

ぱ、ぴしゃっとした筋道を立てたところでやら

ぬと、市長が言われるスポーツ王国八代を築く

とには、ほど遠いような今の現状のプールです

よ。 

 去年、県体をここでやってみて、大変寂しい

思いもしました。そういうこともありますの

で、今後の取り組みについては、プールだけじ

ゃなくて、県南の球場とかいろんな話も出てお

りますけれども、まずもってとりあえず進めな

ならぬことから進めてもらわぬと、県南球場な

んかは考えておられるから、これもまた大きな

話で、金が数十億かかるというようなことにな

れば、それよりも急ぐのから急いでせないかぬ

と思うから。まあ、そういうことで、早い時点

で計画を決めたならば、その計画のとおり実施

していくようなスタンスを持っていかぬとだめ

だと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（亀田英雄君） ありがとうございま

した。 

 ほかにはありませんか。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 質問じゃないんですけ

ど、いろいろ説明してもらってからですね、い

ろいろ資料を見せてもらったんですけれども、

県内の中で公認プールが設置されてるというよ

うなところですね、見せていただいてから、こ

の八代にないのが何でなんだろうなというふう

に率直に思ったと。（｢寂しかろうもん」と呼

ぶ者あり） 

 あと、公認のプールがないと、その次のペー

ジにある競技大会とかっていうのもですね、多

分、開かれないんだろうというふうに思います

し、ここを見ればですね、ほとんど熊本なんで

すよね、残念なことに。で、今度、政令指定都

市になって、熊本市がですね、そういった中

で、八代市が県の第一というような話になって

るときにと。それは、もうちょっとやっぱおか

しゅうはなかろうかってやっぱ思うとですよ。

体育施設の整備に関してもですね。そやんとが

ちゃんと整備されとらぬけん、八代じゃ何も大
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会ができないよっというような話は、ちょっと

おかしかと思うんで。 

 あと、できれば、こういったものもですね、

本当は大会とかも誘致できて、本当、スポーツ

を生かしたまちづくりっていうのを掲げられと

っとですけど、それが本当に身になっていくと

かなってやっぱ思うとですよね。そやんとこも

含めて、やっぱり一生懸命取り組んでいただき

たいと。 

 で、整備計画については、ことしつくんなる

という話ですよね。（｢はい｣と呼ぶ者あり）も

う早く、早目にそれはもうちょっとつくってか

らですね。ほかにも多分いろいろやらぬばんと

こがいっぱいあると思うとですけれども。 

 で、あと一つ思うとがですね、県南の運動公

園ちゅう話もあっとですけれども、このプール

もそやんですけれども、やっぱその場所場所で

すよね、やっぱ。ばらばらにつくっていって

も、どやんもならぬていうともあっどけんがで

すね、やっぱ。そやんとこも含めながら、整備

計画の中でですね、考えていっていただきたい

なというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（亀田英雄君） はい、という意見で

す。 

 ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） １点、確認というか、

方向性。多分、答えられる範囲でようございま

す。 

 この公認プールの件は、もう前々からいろい

ろ出とって、この陳情・請願抜きにしてもです

ね、やっぱあってしかるべきだろうなという方

向性の基本的な考え方は私の中にもあっとです

けども、こっば見て思い出したっですよね、経

緯ば。確かですね、この昭和５５年に浅うする

工事んときに、私はよう行きよったですよ。

で、こんとき、小学校３年やったですもんね。

で、部活が４年からしか入られぬけん、３年ま

ではもう夏はずっとプール行きよったです。

で、２年生ぐらい、まあ、１、２年のころ、よ

うこう、おぼれてから、係の人が飛び込んでい

くというとのいろいろあって、して、たしかそ

の辺の、ちょっと危なか、危なかって声になっ

て埋めらしたですもんね。で、そのときにこや

んなったっていう経緯もあって、それで非公認

になって、だらだらだらっときてから、もうや

っぱり公認じゃないかっていうところの経緯も

含めて考えれば、やはり公認はほしいなという

とはあっとですけども。 

 今、いろいろと取りざたされとる中で、大会

関係見たらば、民間のプールばお借りされたり

というのもあるし、どうも中身の話をですね、

少しいろいろ関係の人に聞いたら、民間の方々

の中では、やっぱり方向性が少しずれると、や

っぱりちょっと反対的なニュアンスの話であっ

たり、協会の中でも何かいろいろまだ論議され

とるような部分が多少あったんですよね。で、

その中で出たのが、環境センターの余熱利用の

中で、温水プールで、屋内型でという話になっ

たときに、予算的に考えたら、先ほど太江田議

員の質問の中で、当時の屋外のやつで４億。

で、屋内でやれば、温水の利用も含めて考えれ

ば、まあ、８億からちょっと出るだろう。今で

いうと９億弱ぐらいの予算というような話も知

り合い関係者の中で、清掃センターができるな

ら、温水もできると。で、温水で、屋内で全天

候型ならば、ちょっと民間の皆さん方にする

と、そこにちょっと抵抗的な、今まで協力して

きてるのに、どうなんだっていうような、やっ

ぱいろんなですね、意見が最近漏れ聞こえとり

ます。 

 で、方向性として答えられる範囲でようござ

いますけども、環境センターの、その整備に伴

っての余熱利用の考え方という、進捗という
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か、方向性というか、今どの程度担当課で話が

出ておるか、話せる範囲でようございますの

で、お願いします。 

○委員長（亀田英雄君） はい、有馬課長。 

○いきいきスポーツ課長（有馬健一君） はい。

今の環境センターのですね、お話が出ましたけ

ども、一応、今、環境センターの建設予定地５.

７ヘクタールございます。で、この半分、セン

ターを建てる半分にですね、敷地にいろんな建

物、プラントとかがつくりますけども、あと半

分につきましては、これが老朽化した場合の建

設予定地ということで確保されると。 

 で、この余熱を利用するということで、この

半分のところには当然つくれないかなと。で、

この環境センターをつくるこの敷地内もです

ね、まだこれから実施設計を、焼却方式を決め

て、その後、実施設計されるということで、こ

の中にちょっとプールのですね、施設を入れる

のはちょっと難しいかなというふうに考えてお

ります。 

 で、ここに余熱がせっかくありますので、

今、この西側にですね、まだ埋め立てを進めて

いらっしゃいますけども、将来的にそこがです

ね、そういったスポーツ施設が可能であれば、

利用させていただきたいということで、担当課

に聞きましたら、余熱のそういった配管等はで

すね、検討はできるということですので、そこ

らあたり含めてですね、将来的には、可能性と

してはあるかなというふうには考えておりま

す。 

○委員（成松由紀夫君） いいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。ていうことは、

やっぱもう時間がかかる。それと、なかなか難

しい中で、可能性はゼロではないと、少し希望

を持って、そこも模索されるっていうような話

で受け取ってよかでしょう。はい。 

 なら、まあ、そういう部分も含めてですね、

私は基本的に公認プールは必要だというのは思

いますが、やり方の方向性次第によっては、民

間の方々であったり、ちょっと誤解を招くよう

なところも出ないようにですね、精査して頑張

っていただきたいというように思います。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） はい。それでは、な

いようですので、それでは、本件についての本

日の審査はこの程度にとどめ、次の６月定例会

の当委員会において本日の審査を踏まえ、改め

て審査したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 御苦労さんでした。 

                              

◎所管事務調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査

（総合計画後期基本計画の策定について） 

○委員長（亀田英雄君） 次に、本日は執行部

から３件の報告を受けることになっておりま

す。 

 それではですね、まず、総合計画後期基本計

画の策定について、執行部から発言の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。お世話

になります。 

 総合計画後期基本計画の策定につきまして、

総合計画の前期基本計画が本年度で終了すると

いうことに伴いまして、平成２３年度に市民ア

ンケートや現状分析等を実施をしてまいりまし

たが、本年度は後期基本計画の策定に取りかか
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ります。その策定スケジュール、あるいは手順

など、また昨年度実施をいたしました市民アン

ケートの調査結果、また、あわせまして、合併

効果の検証も実施をいたしましたので、その概

要につきまして御報告させていただきます。 

 報告を丸山企画政策課長にいたさせますの

で、よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。それで

は、お手元の資料に基づきまして御説明させて

いただきます。 

 初めに、１ページのほうをごらんください。 

 こちらは、後期基本計画策定のスケジュール

となっております。 

 既に御承知のとおり、現在、八代市総合計画

に基づきまして各種施策を行っておりますが、

こちらの総合計画につきましては、平成２０年

度から平成２９年度までの１０年間の基本構想

に基づく計画となっております。 

 現在、この１０年間を前期５カ年ということ

で、平成２０年度から２４年度までの計画とい

うことで進めておりますが、こちらが今年度で

満了となるものですから、昨年度、平成２３年

度と２４年度の２年間をかけて、次の後期基本

計画の策定を行うものでございます。２３年度

につきましては、基礎調査の年ということで位

置づけておりまして、主に事務事業調査の実

施、それから現状と動向の把握と各種意向の調

査ということで、市民アンケート調査、各種団

体ヒアリング、トップヒアリングなどを行って

おります。これらの基礎資料に基づきまして、

今年度、平成２４年度に計画案のほうを策定し

てまいります。 

 流れといたしましては、八代市総合計画の策

定に関する規程に基づきまして進めてまいりま

すが、まず中央の箱囲みにございますように、

起案専門部会を設けまして、この中で部会とし

て素案のほうを策定いたします。その素案に基

づきまして、起案委員会におきまして計画の素

案というものを練り、策定委員会を経て、総合

計画の原案といったものをつくってまいりま

す。 

 この原案につきまして、地域審議会の御意見

を伺いながら、また、総合計画策定審議会の諮

問・答申を得まして、最終的に市長が決定する

ということになっております。その際には、当

然、市議会のほうへも御報告をさせていただき

たいと考えております。 

 計画素案の段階では、パブリックコメントも

実施いたしまして、市民の皆さん方の御意見も

広くいただきたいと考えております。 

 大まかなスケジュールにつきましては、以上

でございます。 

 次に、市民意識調査の概要につきまして、２

ページ以降の資料に基づきまして御説明いたし

ます。 

 では、調査結果の概要ということで、主なも

のだけをピックアップしておりますが、まず調

査の概要ですけれども、左上にございますが、

平成２３年９月３０日現在の八代市に居住され

る満２０歳以上の市民から３０００人を住民基

本台帳から無作為に抽出いたしました。昨年の

１０月２５日から１１月４日にかけまして、郵

送にて送付、また回答を郵送でいただいたもの

でございます。回収状況につきましては、回収

率は４４.９％ということでございます。前

回、基本構想を策定する段階でも同様の調査を

行いましたが、その際は３９％の回収率という

ことでございましたので、今回はそのときより

は回収率は上がったということでございます。 

 回答者の属性のところは、ちょっと説明のほ

うは省略させていただきます。 

 早速ですが、（３）の調査結果についてとい

うことで、主なものを御紹介させていただきま

す。 
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 まず、現状評価ですけれども、住みやすさ、

──八代市を住みやすいと感じてるかどうかと

いうことですが、こちらは、非常に住みやすい

と、それから、住みやすいというお答えをされ

た方を合わせますと、ちょうど７０％の方が住

みやすいというふうに感じておられます。ちな

みに、こちらは、前回は６６％ということでし

たので、前回よりは住みやすいと感じている方

の割合が上昇したということでございます。 

 次に、その下が居住意向です。ずっと今いる

地域で住みたい、あるいは、市内地域に住みた

いというものを合わせますと、約７割が今後も

八代市に住み続けたいと思っておられるという

状況でございます。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 暮らしやすさの満足度と重要度ということ

で、それぞれ１から１９までの項目につきまし

てですね、満足しているか、あるいはそれを重

要と思われているかということで比較してお尋

ねしているものでございます。赤囲みのところ

で申し上げますと、コンサートや演劇などの鑑

賞の機会が多いというのは、満足度は低いんで

すが、重要度としてはそれほど高くないという

ことでございます。 

 次の働きがいのある職場があるというところ

につきましては、満足度は低いですが、重要度

は高いということで、雇用問題につきまして

は、市民の皆様の中ではですね、ちょっと御不

満がある、重要なものの割には満足度が低いと

いう状況でございます。 

 それから、同じく下からですが、１７番、活

気があり、にぎわっている、こちらにつきまし

ても、満足度は低いのですが、重要度は高いと

いうことで、雇用の部分でありますとか、活気

があってにぎわっている、地域の活性化といっ

た部分について満足度が低いような状況である

ということです。 

 その下の③で、八代市の市政や施策について

といたしておりますが、八代市で総合計画のも

と行財政運営が行われていることの認知度につ

きましては、ごらんのとおりでございます。あ

まり知らない、まったく知らないというものを

合わせますと７８％ということで、非常に認知

度が低いということが浮き彫りになっておりま

す。 

 それから、市政への関心度でございますけれ

ども、市政にとても関心があるという方が１８

％、市政に少しは関心があるという方が５８％

となっております。市政に対する関心度は非常

に高いものがある。７６％ということですの

で、非常に高いというところでございます。 

 その右側で、４、前期重点事業の評価となっ

ております。特に評価が高いのは、循環型社会

の形成、防災の推進というところになっており

ます。この部分のこれまでの行政の取り組みに

ついては、ある程度評価いただいております

が、一番評価が低いのは、農林水産業の振興と

いうことでございますので、この部分について

は、まだまだということだと思います。 

 それから、４ページをお願いいたします。 

 この４ページ、５ページは、今後の八代市の

まちづくりに特に必要な施策についてお尋ねし

たものでございます。それぞれの分野ごとにお

尋ねしております。 

 生活環境の整備ということでいきますと、高

かったのは、街灯の設置など防犯事業の推進で

すとか、災害に対する備えの充実ということで

ございます。防犯・防災に関する施策が特に求

められているということです。 

 次、その下です。市民福祉の充実について。

こちらで最も高かったのは、高齢──失礼しま

した、地域医療・緊急医療体制の強化、次に、

高齢者福祉サービスや高齢者向け社会福祉施設

の充実となっております。医療や高齢者に関す

る施策が特に求められているというところでご

ざいます。 
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 右側のほうの上に移りまして、商工観光の推

進についてでございます。こちらは、それぞれ

重要ということだと思いますが、特に高かった

のが、やはり雇用対策事業の推進、若年者、中

高齢者の雇用対策となっております。ほかと比

べまして、非常に高い割合ということでござい

ます。 

 その下が、農林水産業の振興について。こち

らは、最も多かったのが担い手、後継者の育成

事業、次に、森林や河川、海などの自然環境の

保全ということで、担い手と自然環境の保全が

特に求められているということでございます。 

 次、５ページのほうお願いいたします。 

 左上は、交通基盤、通信体系の整備について

でございます。こちらは、最も高かったのが生

活に密着した道路の整備ということで、ほかと

比べても非常に差がございますので、生活道路

の整備が特に求められているという状況です。 

 その下が、文化、教育、レクリエーション活

動についてということで、最も多かったのが、

学校教育の内容と施設の充実、その次が、文化

・芸術活動団体や地域の伝統文化の保存・継

承、後継者育成となっております。学校教育

と、それから教育、娯楽の充実といったものへ

のニーズが高いというところでございます。 

 次、右上でございます。済みません、こちら

資料のほう間違っておりまして、申しわけござ

いません。農林水産業の振興ではございませ

ん。行財政についての設問でございます。申し

わけございません。（｢もう一回言ってくださ

い」と呼ぶ者あり）はい。行財政についてで

す。 

○委員長（亀田英雄君） 全然違うじゃん。 

○企画政策課長（丸山智子君） 申しわけござ

いません。前ページのがそのままきておりまし

た。 

○委員長（亀田英雄君） 行財政についてです

ね。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。行財政

についてです。 

 内容につきましては、こちら、グラフにある

とおりでございます。最も高かったのが、市職

員の意識改革と能力開発、その次が、行政に市

民の声が反映される機会、広聴活動の充実でご

ざいますので、市職員の育成と市民の声の反映

というものが特に求められていると。 

○委員長（亀田英雄君） ごめん、丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 説明の途中ばって

ん、行財政の下の丸。そこは……。 

○企画政策課長（丸山智子君） そちらもです

ね、間違ってございまして、今、私が説明した

とおりでございますが、市職員の意識改革、能

力開発、それから行政に市民の──、赤囲みの

部分ですね。そこになります。行政に市民の声

が反映させる機会の充実が特に高いということ

で、行財政については、市職員の育成と市民の

声の反映が特に求められているという状況でご

ざいます。 

○委員（野﨑伸也君） 委員長、済みません。 

○委員長（亀田英雄君） はい。野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 途中だったですけど。

そん前の文化、教育んとこもですたい、囲みの

間違っとらぬですか。４１８の、２８１んとこ

ば囲んであっとばってん。（企画政策課長丸山

智子君「あっ、申しわけございません。失礼い

たしました。文化・芸術のほうが、先ほどの表

でも満足度の部分でですね、求められているも

のがありまして、こちらもついておりました

が、実際、御指摘のとおりでございます。一番

多いのは、音楽や演劇、美術、伝統工芸──伝

統芸能などの開催の充実でございます。済みま

せん。こちらの赤囲みが、申しわけございませ

ん。失礼いたしました」と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） そこも変更ですね。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。（｢よ
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うぎゃんとば間違うな」と呼ぶ者あり）申しわ

けございません。 

○委員長（亀田英雄君） よかですか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。大変失

礼いたしました。 

○委員長（亀田英雄君） よかですね。じゃ、

次── 

○企画政策課長（丸山智子君） このページ、

資料のほう後ほど差しかえさせていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○委員長（亀田英雄君） じゃ、差しかえてく

ださい。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい。よろしくで

す。 

○企画政策課長（丸山智子君） 済みません。

説明につきして、市民意識調査につきまして

は、以上でございます。 

 ３番目の項目で、合併後の新市の姿というこ

とで、こちら、別冊でお渡しいたしておりま

す。 

 こちらにつきましては、ちょっと内容の詳細

につきましての説明は時間の都合上省略させて

いただきますが、合併後７年を経過いたしまし

て、合併効果につきましてどうであったのかと

いうものを行財政に関しまして、主にデータの

部分から人口ですとか、社会資本整備の状況、

財政状況等につきまして整理をしたものでござ

います。これにつきましては、２３年度の地域

審議会におきまして、地域審議会の委員の皆さ

ん方にお諮りしながら、御意見を伺いながら取

りまとめてをさせていただきました。こちらに

つきましてもですね、同様に、先ほどの市民ア

ンケート調査結果と同様に、次の八代市総合計

画の基本計画のほうに反映させていきたいと思

っております。 

 では、簡単ではございますが、説明としては

以上でございます。 

○委員長（亀田英雄君） はい。以上説明をい

ただきましたが、私のほうから、せっかくです

けん、せっかくこういうアンケートをとってま

とめたっですけん、もっと慎重にですね、パソ

コンの、この処理ミスじゃ、せっかく興味を持

って見とったっですが、せっかく市民からこう

いうアンケートいただいて、もうちょっと慎重

に整理してください。お願いしときます。 

○企画政策課長（丸山智子君） わかりました。

はい。どうも大変申しわけございませんでした。 

○委員長（亀田英雄君） 太江田委員。 

○委員（太江田茂君） はい。これは、もうホ

ームページには出しとっとですかね。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） いや、まだで

ございます。委員会の報告が終わってから出す

ことにいたしております。 

○委員長（亀田英雄君） はい。 

○委員（太江田茂君） はいはい。よかったた

い。間違ったものを出すならおこなえぬ。 

○委員長（亀田英雄君） 以上の部分につい

て、何か質問、御意見はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、済みません。

今、御説明いただいた部分、市民アンケートの

関係ですけれども、前回が３０００人だったで

すかね、また。（企画政策課長丸山智子君「は

い」と呼ぶ）前回も３０００人だったですか

ね。で、前回３９％ちゅうことで、今回は、回

収率のほうが４４.９％ということで、大分伸

びとるというようなことなんですけれども。何

かそれで、前回低かったけんが、こやんしたら

よかっかなとか、何か変えなったけんがこやん

伸びたっですかね。そこをちょっと聞きたいん

ですけど。 

○委員長（亀田英雄君） 丸山課長。 
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○企画政策課長（丸山智子君） 方法といたし

ましては、特に変えたところはございません。

前回と同様です。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 ４４.９％って非常に低いんですよね。３０

００人の方にやっとってから、あって、こやん

──。これがもとになってつくっていきなっと

でしょう。それであって、１３４６人の調査

で、あって八代市の方向性ば決められたらちょ

っといかぬどなと思うとですよね、やっぱ。や

り方的にですね、やっぱ違うこっばもうちょっ

とせぬばあかんとじゃなかろうかと思うとです

けど。（｢確かにな」と呼ぶ者あり）きちんと

出したら回収しに行くとか、そういうことがあ

ってしかるべきと思うとですけど。これ、非常

に重要なアンケートと思うとですよ。そこら辺

のところはどやんですか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 課長、いいですか。

丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい、ありが

とうございます。 

 大変、その点につきましては、地域審議会で

御報告した際にも御意見としては多数いただい

ておりますが、統計上の傾向をつかむために

は、八代市の人口規模であると、１５００程度

のサンプルがとれればいいということでござい

まして、それで、その倍の３０００、──です

ので、回収率を５０％と想定したところで、そ

の倍の３０００人に送付をいたしました。 

 ただ、聞き取りをするとか、国勢調査のよう

に調査員を設置してというふうな形ですれば、

もっと回収率は上がる可能性はあるんですけれ

ども、基本的には、無記名での調査ということ

でいたしておりますので、その辺の兼ね合いも

ございまして、郵送でのやりとりということに

なっております。 

 ただ、目標は５０％でしたが、届いてはおり

ませんが、統計上では十分有効なデータ、サン

プル数であるということで聞いております。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員、いいです

か。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 ただですよ、これもやっぱお金ばかけてから

３０００枚配布しとうわけでしょう、やっぱ。

であって、５０％でよかっちゅう話であれば、

あって半分なうして銭じゃないですか、あっ

て。そういうことでよかっだろうかと思うとば

ってんですね。（発言する者あり）わかりまし

た。もうこの件については言いません。はい。 

 済みません、じゃ、違うやつで。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済みません、資料の関

係でちょっと聞きたいんですけど、２ページの

ところ、調査結果のとこでですたい、現状評価

ってあっとですけれども、上と下に分けてあっ

とですよね、２つ。これは、上のやつは前回の

やつという──でよかですか。（企画政策課長

丸山智子君「いえ」と呼ぶ）違うとでしょう。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） 上のは、項目

の色分けでございます。（委員野﨑伸也君「た

だそれだけですね」と呼ぶ）はい。下のがグラ

フでございます。（発言する者あり） 

○委員長（亀田英雄君） だけん、何ならぬ話

たい。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました、はい。

ありがとうございます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。前回のやつと

今回のやつば比較したような感じのやつが１

部、またつくっていただくと、非常に見やすか
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と思うとですよ。 

 私も課長の説明で、前回どうです、こうです

という部分ば口頭で聞いて、控えはしたですけ

ど、やっぱり全体的に、前回のデータはあるど

けん、前回と今回のやっぱり差という部分ば、

またちょっと見やすかやつで１部つくってもら

うと非常にありがたいなと思うし、前回のも大

事だし、今回のも大事と思うとですよね。 

 パーセンテージが、今回、上がっとるけん、

今回のとだけではなくて、前回も含めて今回と

いうことで、ちょっと我々も──多分皆さん、

委員さん、そやん思っとんなっどけん、そうい

った資料ば１部お願いしておきます。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、丸山課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい、前回と

比較したデータもつくっておりますので、そち

らのほうも、はい、お配りさせていただきま

す。 

○委員長（亀田英雄君） なら、そのような形

で資料をいただければというふうに思います。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。いいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、

以上で総合計画後期基本計画の策定についてを

終了いたします。 

 御苦労さまでした。（企画政策課長丸山智子

君「ありがとうございました」と呼ぶ） 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（事業仕

分け対応方針の予算反映について） 

○委員長（亀田英雄君） 次に、事業仕分け対

応方針の予算反映について、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。平成２

３年度に実施をいたしました事業仕分け結果の

対応方針を２４年度の予算編成にどう反映をさ

せたかということにつきまして御報告させてい

ただきます。 

 豊本行政改革課長に説明いたさせます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○行政改革課長（豊本昌二君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本行政改革課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） 失礼いたしま

す。４月１日の異動で行政改革課ということに

なりましたので、どうぞ皆様、またよろしくお

願いをいたします。（発言する者あり） 

 座って説明いたしますことをお許しくださ

い。 

○委員長（亀田英雄君） はい、どうぞ。 

○行政改革課長（豊本昌二君） 失礼します。 

 それでは、まず２３年度の事業仕分けの対応

方針の２４年度当初予算の反映状況ということ

で御説明をさせていただきたいと思います。 

 ２３年の１２月議会総務委員会のほうで、２

３年度の事業仕分けの結果に対する市の対応方

針を報告をさせていただいておるところでござ

います。 

 本日は、２４年度当初予算の反映状況につい

ての御説明ということでいたしたいと思いま

す。時間が限られておりますので、ここにござ

います、１９ページまでございますが、７５事

業すべてについてはちょっと難しゅうございま

すので、概略について御説明をしたいと思いま

す。 

 資料は、今、お手元Ａ３サイズのほうでお配

りいたしております平成２４年度当初予算編成

における事業仕分け対応方針の反映状況結果一

覧ということにしております。 

 まず、表の説明からでございますが、表はま

ず左から事業ナンバー、それから部・課かいの
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事務事業名、それから上段と下段に分かれます

が、仕分けの結果と市の対応方針、それから対

応方針・コメント等がございまして、中ほどか

らが２３年度の予算額、それから２４年度の予

算額、それと対前年度比の増減額ということ

で、こちらのほうは２３年度、２４年度の単純

な引き算というような形であらわしておりま

す。 

 それから、仕分けによる増減額ということが

次の網かけ部分になるんですが、これは単純な

増減額ではなくて、仕分けの結果として、その

背景となった意見などを参考に、事業のやり方

や仕組みなどの中身を見直すことで生じた増減

額のほうを担当課のほうからいただいたものを

まとめております。 

 最後が、具体的な見直し内容ということであ

らわしております。 

 例示といたしましては、まず一番最初、ナン

バー１になります。記者室業務につきまして御

説明をいたします。 

 担当課は企画戦略部広報広聴課、事業名は記

者室業務、仕分けの結果は要改善、市の方針も

改善実施ということになっておりまして、対応

方針等は、記者室職員については、勤務形態の

見直しをし、検討するということで、予算が、

２３年度は２６２万６０００円だったものが２

４年度は１５７万８０００円となり、減の１０

４万８０００円ということになります。 

 仕分けによる増減額のほうも、委託業務から

直接雇用に切りかえるということで、同額の１

０４万８０００円ということで計上してござい

ます。 

 仕分けの結果で……（発言する者あり）は

い。済みません。 

○委員長（亀田英雄君） よかです、よかで

す。どうぞ。 

○行政改革課長（豊本昌二君） よろしいでし

ょうか。はい、申しわけございません。 

 仕分けの結果で不要・廃止の判断となったの

が、実は２３年度は６つございまして、市とし

て改善実施と、──その中でですね、廃止とな

ったんですが、市として改善実施としたものが

２つございました。 

 それを少し説明いたしますと、まず５ページ

となりまして、１９分の５ということになるん

ですが、──５ページ、１９分の５というとこ

ろでの防災安全課のほうの自衛官募集事務経費

でございます。 

 こちらのほうは、ちょうど中ほどのコメント

にもございますが、自衛隊法９７条に規定され

た業務で、今後も継続していくことから、市の

対応方針は改善実施と。２３年度の予算額との

単純比較では、１０万円の減額。仕分けによる

増減額は、自衛隊関係団体への補助金の支出と

事務局のあり方を見直しまして、９万４０００

円の減ということになっております。 

 それと、次に、１９ページになります。 

 こちらは、１９分の１９ということであらわ

しておるところでございますが、教育部の教育

サポートセンターの教育サポート事業でござい

ます。 

 こちらのほうは、学力向上や不登校等の課題

解決といった事業内容の見直しと、それと教育

サポート講座を廃止して改善実施されるという

ことで、２３年度の予算額と、それから２４年

度の単純比較では、７３万９０００円の減額。

仕分けによる増減額は、教育サポート講座の廃

止や事務用品の削減などに取り組むことで３万

円の減額ということで上がってきております。 

 同じこの１９ページの下のほうに、今のペー

ジのですね、下のほうに、全体──この７５事

業の合計額を記載させていただいておりまし

て、２３年度の予算額の一番下のほうを見てい

ただきますと、２３年度の予算では、３６億５

２１４万７０００円というところ、それと２４

年度の予算につきましては、３８億３３７５万



 

－21－ 

１０００円、対前年比が１億８１６０万４００

０円の増ということですが、仕分けによる削減

額ということにつきましては、５９３８万８０

００円ということで、あと、その下にその他の

額ということでありますが、充実させた、拡充

させたという部分もありまして、５３６２万５

０００円というのが、金額がございます。 

 その削減と、それから充実、拡充させたとい

う部分での差し引きのここが効果という部分

で、歳出の効果になってくるんですが、５７６

万３０００円が歳出の削減額ということになっ

ております。 

 で、仕分けによる──これは歳出ベースで見

たときなんですが、歳入面での効果というのも

出ております。 

 例えば──例えばというか２つございまし

て、まず１ページに──済みません、１９分の

１のほうに戻っていただきまして、ナンバー２

のケーブルテレビの事業費でございますが、こ

ちらの収入増、これは料金改定がございました

ので、２４年度から歳入増がということで、１

６０７万７０００円というのがございます。 

 それと、ナンバー４４で、ページとしては１

１ページ、１９分の１１になりますが、五家荘

やまめ中間育成施設管理運営費、１９分の１１

になります。こちらのほうのほうでも歳入の増

が予定されておりまして、こちらのほうが５０

万ということになります。 

 この２つ合わせましての歳入面の効果、これ

が１６５７万７０００円ということでなります

ので、歳入歳出合わせて２２３４万円の効果が

あったということでの御報告にさせていただけ

ればと思います。はい。 

 以上、──申しわけございません、以上、簡

単ではございますが、御報告ということでよろ

しくお願いをいたします。 

○委員長（亀田英雄君） 以上、報告が終わり

ました。 

 以上のことについて、何か御質問、御意見は

ありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 課長、一生懸命取り

まとめられて、わかっとですが、最後の歳入増

加が仕分けによる効果かというたら、そがんじ

ゃなかですよね。これは、料金改定が一番太か

わけでしょう、ケーブルテレビの。それにヤマ

メの分がちょっと入って、それが事業仕分けに

よって効果のあった歳入増というふうには、こ

れはただ料金の値上げばしたけんでというよう

なことだし、何かこの対前年度の比較の増減額

と仕分けによる増減額の部分で、少し何かわか

りづらかような気がすっとですよね。もうちょ

っとわかりやすくせぬと、我々でも、これはど

がん意味かなというような部分を、──事業仕

分けちゅうのは、あくまで市民の皆さん方に主

体性を持ってもらってやるのがやっぱコンセプ

トにあるわけでしょう。となると、よっぽどス

キルの高い市民の皆さんじゃないと、これ見て

もわからぬと思いますよ。 

 だけん、そういうところばもうちょっとわか

りやすくしてもらいたいなというのと、１点だ

け、まあ、全体的なコメントば大体せなんとで

しょうけど、自衛隊ですたいね。いろいろ関係

の方々から御意見いただいとる。こればかけぬ

ばんだったかな、事業仕分けに、そもそもと思

うとですよね。不要で廃止でって、予算も減ら

かしたというとはよかっですけども、いざ何と

いうときの災害であったり何だというときは、

第８特科連隊も含めてですよ、まあ、防衛議連

の皆さんもおんなるばってん、一番きつか仕

事、よそわしか仕事ばですたい、何でんお願い

しよっとにですよ、こやんこと自体ば市民の皆

さんにまた仕分けにかけてしなったというとは

ですね、ちょっと私は理解に苦しむなと。 

 それについて意見は求めませんが、ちょっと
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わかりやすい資料については、ちょっとどがん

ですか。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。貴重な

御意見ありがとうございます。 

 確かにそれぞれの課からですね、上がってき

ております部分で、細かいところでのですね、

事業仕分けであった部分の、そこの内容につい

てですね、そちらでは減らした、でもこちらで

は拡充を図っていかぬという部分で、一つ一つ

がかなりまた細かくなるというところでござい

まして、また、次回につきましてもですね、非

常にここの細かいところをですね、うまく工夫

しながらですね、御報告できるようにというこ

とでいたしたいと思いますが。（委員成松由紀

夫君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

 済みません、よろしくお願いします。（委員

成松由紀夫君「はい、よろしくお願いします」

と呼ぶ） 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 今の関係で、かぶっと

ですけど、もう一回対前年度比増減額と仕分け

による増減額の違いというとを、もう一回ちょ

っと説明し直してもらってよかですか。ちょっ

と私もいまいちようわからぬとですよね、違い

というとば。例えば、ここがわかりやすかとこ

とかですたい。 

 単純に引いたとが対前年度比の増減額と書い

てあっとですけど──言いなったですけど、そ

の後、仕分けによる増減額はゼロになったとか

あっじゃなかですか。例えば、３番とかですた

い。これどやん意味だろうかなとやっぱ思うで

すよね。もう少し……。 

○委員長（亀田英雄君） わかりますか。（行

政改革課長豊本昌二君「はい」と呼ぶ） 

 どなたがお答えになりますか。 

○行政改革課長補佐（白川健次君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、白川課長補

佐。 

○行政改革課長補佐（白川健次君） 行政改革

課の白川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、例えば、さっき、今お話にありま

した３番で御説明いたしますと、２３年度の当

初予算と２４年度の当初予算、それぞれ総合計

画を策定するに当たっての段階が違いますの

で、例えば、作成段階に近づきますと、委託料

とかいう部分がふえてくるというので、単純に

当初予算を比較した場合が、対前年度の増減額

という部分になりますけれども、その中で、例

えば、事業仕分けで指摘があった部分について

見直しを行うということによって、この場合に

は増減額はゼロでございますけれども、例え

ば、何かを見直して削減ができたという場合に

は、ここでマイナス──三角表示の金額が出て

くるということでございます。 

 例えば、これではない部分でいきますと、単

純な増減でいきますと、法の改正とかで増加し

てくる経費というのがありますけれども、それ

と、やはり事業仕分けによる効果というのを分

けるために表をつくっているということです。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。何となくわかり

ました。（｢何となく」と呼ぶ者あり）いやい

や、何となくちゅうか、わかったです。 

 実質的に事業仕分けのほうで、──この３番

の件ですよね。市のほうで要改善してください

よという事業仕分けの評価が出とったという中

で、具体的にどういったところを改善してくだ

さいねというようなところを言われとったばっ

てんが、実質的にはそれが改善できぬだったけ

んが、しとらぬけんゼロという話なんでしょ

う。 

 例えばですたい、印刷所ばどっかに変えなさ

いとか安かとこにしなさいという話が出とった



 

－23－ 

とすれば、そこはできぬ、しとらぬけんがゼロ

ちゅう話ですたいね。安くなっとらぬけんとか

という意味で。 

○委員長（亀田英雄君） 白川課長補佐。（｢

ようわからぬ」「わかりやすく説明して」「小

学生でもわかるごて言わぬば」と呼ぶ者あり）。 

○行政改革課長補佐（白川健次君） そうです

ね、予算を伴う見直し内容であれば、そういう

部分はあるかと思いますが、御指摘のあった内

容については、予算を伴わないようなやり方の

見直しというのもございますので、そういう部

分については反映されてもゼロというのもある

ということでございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 でですね、これ、そのままこの資料はどこか

に公表されるんですかね。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。現在、

市のホームページのほうで公表を（委員野﨑伸

也君「現在」と呼ぶ）はい。 

○委員長（亀田英雄君） 上がっとる。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） それは、聞いた、聞

いた。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません、聞いとら

ぬだったです、それは。 

 ただですね、今あったように、非常にわかり

にくいんですよね。これいっちょだけ見たとき

に、──じゃ、これだけ見たときにですよ、そ

の前の資料はわからぬとですけども、これだけ

見たときに、対応方針ちゅうか事業仕分けでど

やんふうなことば言わしたっだろうかて、直し

てくれと言わしたっだろうかというとが載っと

らぬもんだいけん、１つじゃなかですよね。ほ

かんとの資料を引っ張ってきてから、見比べて

から見らぬばんとですよ。 

 だけん、よければですね、もう少し金額のと

ことかあいとるけん、どやんかできぬかなと。

全体的に書かぬでよかけんが、こやんとばして

くださいというとば言われましたと。それに対

して対応方針がありましたというような形ばつ

けていけば、何となくここの仕分けによる増減

額がゼロになっとるとがおかしかというとがわ

かっとですよね。そやんところば、やっぱつけ

てもらいたいなというふうに思います。 

 それともう一つよろしいですか。 

○委員長（亀田英雄君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） さっき自衛隊の話があ

ったんですけれども。これが、不要・廃止して

くださいというような方針が、結果が──仕分

けの結果が出とったばってんがという話で、ば

ってんこれは法律で決まっとるもんだいけん、

どやんもできぬとですよというような話だった

ですけども。これ、実質、最初するときに、そ

ういったことば言わぬばんだったんじゃなかろ

うかなと思うとですけど、説明でですたい。 

 自衛隊法でこういうふうに決まってるのは、

実はこういうのがありますよというようなとこ

ろばお知らせしてからせぬばんだったじゃなか

ろうかというふうに思うとですけれども。そこ

ら辺のとこどやんだったでしょうか、説明しな

ったんですか、ちゃんと。 

○委員長（亀田英雄君） はい、白川課長補佐。 

○行政改革課長補佐（白川健次君） この自衛

官募集事務の中には、対応方針コメントの中に

も書いてありますが、大きく分けて２つの事業

がございます。 

 自衛隊関係団体への補助金、あるいは事務局

的なあり方という部分、それから、今、お話が

出ました、いわゆる自衛隊法に規定されて、こ
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れは市が必ずしなければならない部分と、その

２つの部分があるということは御説明しており

ます。 

 委員さん方も、この自衛官の募集事務につい

ては廃止できないということは十分御理解いた

だいた上で、総合的に判断して、不要・廃止と

いう判断をしたいと。 

 ただし、その部分についてすべてを廃止する

わけではないということは、市民事業仕分け委

員さんのコメントの中であらわしてあるという

ことでございます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） これも何か書き方の問

題なんでしょうね、多分。これ見たときにです

よ、何かそういった、ちゃんと説明したっだろ

うかという、──市はしたんだろうかというよ

うな疑問も出てくるし、あと、委員さんたちが

そういったことも何か理解されずに、全体的な

ところで不要・廃止になっておりますというよ

うな話なんですけれど、理解されてされたんだ

ろうかというようなところも疑問でまた上がっ

てくるじゃないですか、そういったところが。 

 ちゃんとそこら辺のところがうまく伝わっと

って、最終的にわかっとられて、こういうこと

を言われたんですよというようなところもちゃ

んとつけとかぬと、今、私は説明ば聞いてわか

ったんですけど、これを見る限りじゃちょっと

わかりづらいというふうに思いますので、もう

少し何かそこら辺の情報提供の仕方というか、

この表のつくり方というか、そういうところも

何か改善の余地があっとじゃなかろうかと思う

んですけれども、その辺とこ、ちょっとよろし

くお願いしときます。 

○委員（成松由紀夫君） はい、委員長、関連

よかですか。 

○委員長（亀田英雄君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今の野﨑議員の関連

ですけど、この項目にですよ、仕分けによる増

減額で違うところがあっですたいね、自衛隊も

１００が９４とか、職員研修も４２４７が４４

７８とか違うところ。ここにいっちょ項目ば入

れてもろうて、仕分けによる増減額の補足説明

じゃなかですけど、それば入れとってもらえぬ

ですかね。そっがわかりよかと思うとですよ

ね。 

 対前年度比は幾ら幾らになっとりますが、仕

分けによる増減額はこうこうなっておりますけ

れども、こうこうこうでこうなんですよという

ただし書きちゅうか、項目ば新たに後ろにちょ

っと入れて、説明書きば入れてもろうて、今野

﨑議員が言うごと、もう少しわかりやすく、職

員さんたちとかある程度これにたけとる人がわ

かるだけの内容じゃなくて、市民の方々にわか

るようなちょっとつくりかえば、豊本さん（行

政改革課長豊本昌二君「はい」と呼ぶ）手間ば

ってんが、よろしゅうお願いします。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。先ほど

から野﨑委員のほうからも、それから成松委員

のほうからもありました。確かに、仕分け委員

の結果からの導き出しもちょっとわかりづろう

ございますし、この前年度比増減からまた事業

仕分けによる増減額、確かにですね、説明もな

くなっとりますので、こちらのほう改善、──

改善ちゅうかですね、入れるようにですね、し

たいと思います。（委員成松由紀夫君「よろし

くお願いします」と呼ぶ）お願いします。 

○委員長（亀田英雄君） ホームページの掲載

についてはですね、このことの説明を、前回定

例会の最終日に説明を受けるという申し入れが

あったわけですが、当初予算の審議だから時間

が足りないので、別に設けるからということ

で、私のほうが一応了承──報告だから、変わ

らないはずだからということで了承した旨を皆
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さん御承知おきいただければと思います。

（｢よかよか」と呼ぶ者あり） 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 野崎委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、最

後のページに今回のですね、仕分けの削減額だ

ったり何とかっていうようなことで、つくって

あっとですけども。どやんなんでしょうね、本

当にさっき成松議員も言われたっですけど、こ

の金額──金額だけば見て事業仕分けばしたい

というような思いじゃなかったと思うとですけ

ども、実質的に、もう２回ぐらいされてです

ね、やっぱり気になるところはここだと思うと

ですよね。やっぱり外部からも見られてもです

よ。 

 だけん、そういったものを含めてですね、今

後の方向性ちゅうか、もう一度、ずっとこれか

らもやっていくのかどうかということと、あ

と、仕分けの内容です、事業ですたいね。やっ

ぱどういうふうに選定していくかというところ

が、ここ２回したとを含めて、次またすっとで

あれば、どやんふうしていきたいとか、こうい

うとがあれば、ちょっとお聞かせいただきたい

んですけど。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） 永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。２年や

りまして、いろんな御指摘もいただいており、

反省もたくさんございますし、実は仕分けをす

る事業の数としても、もうかなり、実は７５、

７５なんですけど、そこから選定を、これは絶

対できないという部分も含めて、かなりもう減

らしてきたことは事実です。 

 ですから、現在、まだ行革本部で決定をいた

してはおりませんが、今後の方向性としては、

まず我々自身が事業評価、今やっておるいろい

ろな事業をですね、まず職員というか庁内で評

価をしようと。その評価結果をですね、事業仕

分けという形で外部委員の方々に再評価してい

ただく。その際の事業の選定もですね、ある程

度、委員の皆さん方に、これを評価するんだと

いうような御意見をいただきながら評価をして

いただこうかなというような方向で、現在、検

討を進めているところでございます。 

 元来、我々がこの事業仕分けの手法をです

ね、取り入れたのは、事業評価をやっていこう

ということが前提にございまして、その準備を

進めておりました。その中で、国の事業仕分け

とか、そういったものが入ってきたものですか

ら、そういった手法として事業仕分けをやって

きたものですが、本来は事業評価という部分を

やるべきであったのかなと。 

 その流れの中で、この２年間やりましたけど

も、２４年度はそのような方向で、少し転換を

していったらどうかなというふうに、現在、検

討を進めているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、ありがとうござ

いました。 

 自分たち、職員さんたち、方向性として、こ

の事業評価ばって、それはまた評価してもらい

たいという話だったんですけれども、そやんな

っとですね、本当にもう一般の方じゃ多分でき

ぬと思うとですよ。本当にスキルの高い方々た

ちば選んでこぬと、多分そういったこともでき

ないと思うし、それが最初の市民にですたい、

事業の内容を知っていただきたいとか、身近に

感じていただきたいというような趣旨からいけ

ば、ちょっと外れてくるですよね、またそれ

が。間違いなく。 

 ただ、言いなったごて、事業評価は私はして

もらいたいと思うとですよ。それをまた、さら

に、第三者だったりどっかからまたその評価、

再評価もしてもらたいと。それでまた次につな

げていただきたいというのはよかと思うとです
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よね。それはぜひしてもらわぬばいかぬと思う

とですけど。ただ、事業仕分けと事務事業のあ

れとはちょっと違ってきとっかなというふうに

思ったんで、そこら辺のところは別でもいいの

かなと思うとですね。 

 ただ一つ、よくこの事業仕分けのことで言わ

れるとがですね、市民の人から言われるのが、

仕分け人さんたちもやっぱり自分たち一般市民

の人とはまた違うと言わすとですよ、感覚が。

わかっとんならぬって、やっぱ。そがんことば

言うたって、ちょっとですね、イタチごっこで

あかぬとばってんが、やっぱ委員さんの選定す

るときもやっぱ非常にですね、難しかと思うば

ってんが、やっぱそこら辺のそういった仕分け

される方も、ちょっと何か市民の方からはちょ

っと違うよって思われてるという部分もあると

いうようなところもですね、覚えとっていただ

きたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いします。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、関連。 

○委員長（亀田英雄君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 済みません、もう何

回もあればってん、今、野﨑議員が言うた部分

の関連ですけども、あれだけの人かけて、あれ

だけのろし上げらしてですね、これはもうトッ

プダウンだけんで意味はわかっとですけども、

事業評価って言いなれば、もうまた最初とちょ

っと違うですよね、受け取り方も。 

 だけん、最初から事業評価をいろいろしてい

くための手段なんだというような話ば今しなっ

ても、あれだけのことばしてですたい、職員の

皆さん方もやっぱこの事業仕分け自体は、本来

納得でけぬと思うですよ。 

 極端な話言うたら、こやんとで何でん決まっ

ていきよれば、議会も要らぬし、職員さんも要

らぬわけですたいね。極端な話言えば。 

 その中で、事業評価として自分たちの襟を正

すというような意味合いで永原部長は言いなっ

たですけど、一番最初のスタートはそやんじゃ

なかったけんですね。トップの考え方もいろん

な説明の中で。 

 で、あれだけかけて何だかんだして、差し引

き５７６万３０００円というような部分になる

と、全くさっきの野﨑議員の話と一緒で、よっ

ぽどスキルアップした方々が来て、いわゆるス

ーパー市民のような方々がですよ、おんなっと

ならば、そういう方々でやっても、それでもど

うかなと。職員さんたちはプロだけんで、そう

いった意味ではですよ、もうブームは去ったけ

んですね、方向性とすれば、そろそろ終止符を

打つのも一つの決断じゃなかろうかと。今後の

方向性として。 

 宮仕えでいろいろ大変なですね、トップが言

いなれば、きつかところはあろうばってんが、

市長もいろいろ話はわかってやんなると思いま

すよ。ちょっと判断があれだったら、云々と言

うてから考えなることもあろうけんで、これは

意見ですけども、もうブームは去りましたか

ら、そろそろ方向転換も考えてみてください。 

 以上です。 

○委員長（亀田英雄君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） もう出尽くしている

と思いますけど、私は今回の事業仕分けで、先

ほどから出ている１７番の自衛官募集事務経費

ですね、これを事業仕分けで不要という提案が

出されたと。これは、非常に地域の声をね、や

はり反映している声だ、提案だったと思うんで

すね。 

 その中で、行政として、これは自衛隊法９７

条でと、自衛隊法９７条で自治体の義務になっ

てますよと、そういう分も明確にされて、そし

て見直しをしていく点は見直しをしていくと。

これは非常によかったと私は思います。 
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 日ごろから、私も自衛官の募集をやってると

いうことと、それからそれに補助金を出してる

というようなことはね、自衛官の云々に補助金

を出してるというのはおかしいじゃないかとい

う声を多数聞いてるもんですから、今回のこの

ね、事業仕分けにそういう問題提起がされた

と、これは、勇気があったことだと私は思って

います。一点評価したところです。 

○委員長（亀田英雄君） わかりました。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、

以上で事業仕分け対応方針の予算反映について

を終了いたします。 

 お疲れさまでした。（｢お疲れでした」と呼

ぶ者あり） 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査（第二次

行財政改革実施計画（アクションプラン）につ

いて） 

○委員長（亀田英雄君） 次に、第二次行財政

改革実施計画（アクションプラン）について、

執行部から発言の申し出があっておりますの

で、これを許します。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（亀田英雄君） はい、永原部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。第二次

の行財政改革実施計画、あのアクションプラン

についてでございますが、本市では、平成１８

年度に行政改革大綱を作成をいたしまして、そ

の基本方針に基づきまして、さまざまな改革に

取り組んでおるところでございますが、第二次

の実施計画・アクションプランを策定をいたし

ましたので、御報告させていただきたいと思い

ます。 

 豊本行政改革課長に報告させますので、よろ

しくお願いいたします。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。引き続

き、座って御説明をいたします。 

○委員長（亀田英雄君） どうぞ。 

○行政改革課長（豊本昌二君） まずはです

ね、八代市行政改革大綱のほうのこちらのです

ね、元気が出るまちづくりの平成１８年度から

平成２２年度までの総括ということでの、こち

らのほうから最初に御説明させていただきまし

て（｢妙なとじ方しとんな」と呼ぶ者あり）は

い。お願いを、はい、したいと思います。 

 こちらのほうは、市のほうで平成１８年１１

月に、こちら、八代市行財政改革大綱のほうを

策定いたしまして、市長を本部長とする八代市

行財政改革推進本部を中心に、全庁体制で改革

に取り組んできたものでございます。 

 こちらのほうは、２３年度３月までの成果に

つきまして、ちょっとおくれておったんです

が、２３年９月にまとめたというところでござ

います。 

 大綱が示します５つの事項ということで、こ

ちらの資料の１ページをお開きいただきまし

て、大きい１番の行財政改革大綱の概要という

ことで、丸の２番目の大綱が目指すものという

ことでございまして、（１）から（５）までご

ざいます。行財政改革の目標ということで上げ

させていただいております。 

 その改革事項として、実施計画・アクション

プランを作成いたしまして、行財政改革の目標

ごとに１６４の改革事項ということで、こちら

のですね、冊子の５ページから６ページの表の

ほうをちょっとごらんいただきますと、こちら

のほうに行政経営については１３６項目と、６

ページのほうにあります市民協働については２

８ということでございまして、それぞれそのう

ちの９９項目が達成したということでございま

して、５ページのほうにございますが、実施項

目ごとの達成状況ということで、上のほうに、
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今、文章のほうでですね、あらわしておるとこ

ろで、二重丸、それから矢印、それから二重丸

の矢印というこの部分が、それぞれ合計いたし

ましたときに１３項目、５０項目、３６項目と

いうことで９９項目、全体の６０.４％が達成

できたということでございます。 

 ページを戻りまして、２ページについてでご

ざいまして、３番目の成果指標の達成状況とい

うことでございます。 

 こちらにつきましては、まず成果指標、こち

らに成果指標がございます。職員数の削減とい

うことでございまして、平成２２年度４月１日

までに１５０人以上の職員数を削減します。ま

た、合併後１０年で延べ２５０人のということ

で取り組みますということでございまして、組

織再編につきましても、係数を約１０％、──

課・係数をですね、約１０％削減しますという

内容でございます。 

 で、こちらの結果でございますが、平成２２

年４月１日の職員数のほうは、目標を上回る１

８０人の削減ということになりまして、平成１

７年４月１日では１３３０人でしたものが、２

２年４月１日で１１５０人、参考までですが、

平成２３年４月１日で１１２４でございまし

て、一番最新の平成２４年４月１日では１１１

４ということでなっております。 

 それとまた、本庁、支所の役割等々を見直し

まして、課とか係数の削減につきましても、１

１.２％の削減を行えたということで、それが

１８年の４月１日と、それから２３年４月１日

の比較をしてあるところでございます。 

 それから、同じページの次の行政改革目標の

２、市民の視点に立った行政経営の実施という

ことで、こちらは指定管理制度の導入というと

ころでございまして、指定管理制度につきまし

ては、これはこの時点、まだ２２年度の、──

あっ、２３年ですね、２３年度でということに

なるんですが、新たに９施設ということで指定

管理を導入し、それから民間譲渡につきまして

も保育園の民営化の検討、それから３ページの

ほうに移って説明しておりますが、氷川寮、千

草寮の２施設の民間譲渡ということで行ってお

るところでございます。 

 続きまして、３ページのほうの歳入の確保で

すね。財政基盤の強化というところで、歳入の

確保のところです。 

 市税の収納率、こちらのほうも現状値９７．

４５、目標値９７.６ということで、こちらの

ほうを目標値として進めてまいりました。 

 保険税のほうもこちらにお示しししておりま

すとおりでございます。それから、あと固定資

産税の税率、それから使用料、手数料の見直し

を進めると。 

 歳出の見直しについても、事務事業の見直し

を行って無駄を省いていくというところでござ

いまして、その結果につきましてが３ページの

下のほうにございまして、市税のほうが２２年

度で９７.９０％になっておりまして、保険税

のほうも９２.６３％ということで、目標を達

成しております。 

 固定資産税税率のほうは、２０年度に１.５

％に改定しましたが、次、４ページに移ります

が、２２年度は１.５％に据え置いておるとこ

ろでございます。 

 それから、歳出の見直しにつきましては、指

定管理者の導入等により、目標を上回る約６２

億円の削減を行っておるところでございます。 

 それから、市民協働によるまちづくりの推

進、それから４ページの下の５番目、職員の意

識改革による体質改善というところも、こちら

のほうは、こちらに書いておりますとおりでご

ざいまして、いろいろな検討を行いながら改善

を図っておるところでございます。 

 あと、１３ページのほうの最後のほうになり

ますが、こちらのアクションプランの財政効果

額ということであらわしておりまして、１３ペ
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ージの表のほうをですね、ごらんいただきまし

て、（１）の歳入確保の部分につきまして、一

番右のほうの合計額を見ていただきまして、計

画額が２３３万３０００円に、──済いませ

ん、２億三千……（｢２３億」と呼ぶ者あり）

済いません、２３億３３００万、申しわけござ

いません、２３億３３００万円、実績額が３０

億３８００万円ということでの実績が歳入確保

でございまして、歳出の削減につきましては、

下のほうの合計、右のですね、ほうを見ていた

だきまして、合計のほうが３７億９２００万

円、それから実績額が６２億５１００万円とい

うことで、総計のほうでございます。こちら６

１億２５００万円に対しまして、実績が９２億

８９００万円ということで、１５２％達成とい

うことでなっております。 

 ここのページの６番目にございます第二次行

政改革への継承ということで、第二次行財政改

革大綱の実施計画・アクションプランにまた継

承していきますということで、その説明につき

ましてが、今からいたしますこちらの第二次行

政改革実施計画・アクションプラン、量から質

の行革への転換を実現するための、今度は１８

６項目についての改革プログラムということに

なります。 

 続きまして、引き続き、こちらのほうを御説

明いたしますが、こちらにつきましては、先ほ

ども申しましたが、量から質への行政改革を実

現するために、１８６の改革プログラムという

ことで上げておるところでございます。 

 こちら冊子のほうの表紙をめくっていただき

まして、目次のほうでは、大きい１番で実施計

画の概要、それから大きい２番で実施計画の取

り組み内容、大きい３番で改革の推進というこ

とでしておるところでございます。 

 引き続き１ページ、この冊子の１ページの実

施計画の概要について御説明をいたしますが、

今回の第二次行財政改革大綱は、市民と市が一

緒につくるまちを目指して一歩前へを基本方針

に掲げて、行財政改革を推進しておるところで

ございまして、大綱の体系ごとに１８６の取り

組み項目とそのスケジュール等を盛り込んでお

るところでございます。実現に向け、いつ、何

をいつどのように実施するかということを具体

的に記載しております。 

 今回の１８６という項目でございますが、そ

のうちの６７の項目が職員提案、それから１０

５項目が第一次のアクションプランのほうを引

き継いでいるということでございます。 

 続きまして、２ページになります。 

 ２の行財政改革の目標ということでですね、

改革の柱、目標のですね、改革の柱１、２、３

ということで上げさせていただいております。

行政運営力の向上、組織力の向上、それから地

域力の向上ということを目標に上げておりま

す。 

 それから、その下の目標値、それから効果額

ということでですね、目標を上げております

が、効果額が算出可能なものについては、目標

効果を定めて取り組むということにいたしてお

ります。 

 合併後の第一次行財政改革大綱のアクション

プランの期間、平成１８年度から平成２２年度

まで取り組んだ成果がですね、一応、先ほども

申し上げましたが、歳入確保で３０億、歳出

で、削減で約６３億、合計９３億円と。 

 今回、説明いたします第二次行政改革大綱の

アクションプランの期間、こちらが平成２３年

度から平成２７年度ということで、この２ペー

ジの一番下の表を見ていただきますと、歳入増

加の見込み額をこの合計金額の一番右になりま

すが、８億１５２０万円、こちらのほうの表の

単位が万円単位となっておりますので、８億１

５２０万円。 

 それから、３ページのほう、歳出削減見込み

額ということでしております。こちらのほうも
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グラフの下の表のほうをごらんいただきまし

て、下の合計の一番右のほう、５億２５５０万

円ということで、合わせて、合計１３億４０７

０万円を目標にしておるところでございます。 

 第一次では、先ほども御説明いたしました平

成１８年度から２２年度まで、目標に対して１

５２％の達成実績がございました。第二次アク

ションプランでは、金額だけということではな

くて、量から質への取り組みに重点を置きなが

ら、この目標金額をですね、目指して頑張って

いきたいと考えておるところでございます。 

 ２ページの表のほうですけども、もう繰り返

しになりますが、こちらのほうで、自主財源

の、アウトソーシングによる活用とかですね、

今、２ページの下の表をしてるんですが、アウ

トソーシングによる積極的を活用とか、自主財

源の確保、それから新たな収入の検討とかです

ね、それから歳出の見直しということでござい

まして、こちらのほうで、先ほどの見込み額と

同じ、繰り返しになりますが、その合計。 

 それから、３の表でも同じように、──３ペ

ージの表でも同じですが、事務事業の見直しや

アウトソーシング、それぞれこちらに書いてあ

りますところでの削減の見込みということにな

ります。 

 それから、４ページ以降になりますけれど

も、４ページ以降の実施計画の取り組み状況と

いうところ、──取り組み内容、済いません、

取り組み内容ということになりますが、少し説

明に時間があれですが、４ページのですね、こ

ちら、別に皆様のほうにお配りしております改

革の体系図、こちらのほうを、済いません、ご

らんいただきますと、この体系のどの部分かと

いうのがおわかりいただけまして、例えば、４

ページの中ほどのですね、行政戦略のところの

ですね、②の部の機能、役割の強化という部分

でございます。 

 ちょうどこの４ページの表の真ん中ほどに事

務決裁規程の見直しというところがおわかりい

ただけるかと思うんですが、具体的な取り組み

内容が書いてございまして、そして、これをス

ケジュールをいついつまでにどうするというと

ころでですね、実は、これはもう２４年度か

ら、この辺の、部・課への現場、権限、責任の

委譲を推進するため、予算執行専決区分を見直

すということで、２４年の４月１日からこの辺

の見直しをしておるというところで、二重丸、

実施、達成ということでですね、しておりまし

て、その矢印が横のほうにありますが、これが

実施後引き続き推進していくということで、意

思決定の迅速化と事務処理の効率化を行います

というのが成果ということで。それから、これ

につきましては一次の継承がありますので、黒

い丸がその横にございます。そして、職員提案

ということで、またさらにその横に黒い丸があ

るという、そういった表の見方ということにな

りますので、よろしくお願いを、御理解をお願

いをいたしたいと思ってございます。 

 以上、済いません、簡単ではございますが、

御説明とかえさせていただきます。 

 以上でございます。 

○委員長（亀田英雄君） はい。以上の部分に

ついて何か御質問、御意見等はありませんか。 

○委員（太江田茂君） はい。 

○委員長（亀田英雄君） 太江田委員。 

○委員（太江田茂君） ただいまの質問の中

で、──説明の中で事務決裁、何かこれは、こ

もう書いてあるけんわからぬばってんが（｢決

裁規程の見直し」と呼ぶ者あり）決裁規程の見

直しというようなことで、二重丸てしてあるば

ってんな、これは先日の総務委員会の中で、私

は予算ば使い切らぬで残したやつがあったっじ

ゃなっかという話もしましたが、こやんとは二

重丸になっとるごつぴしゃっとしとっとかな。

（笑声） 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい。 
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○委員長（亀田英雄君） 豊本課長。 

○行政改革課長（豊本昌二君） はい、済いま

せん、実際、予算を使っているのかというお話

だったかと思うんですが、これにつきまして

は、事務決裁の中で、例えば、１００万、５０

万円以上は課長決裁とか、３００万、１００万

以上は部長決裁とかという部分の、そういった

金額を、５０万だったものを１００万にとか、

１００万だったものを３００万にという決裁を

ですね、おろしていくというお話での内容にな

っております。 

 要は、部長決裁の金額を上げるとか、課長決

裁の金額を今までよりちょっと引き上げるとい

うふうな内容の見直しになっておるところでご

ざいます。どう使ったのかというところではな

いところでございます。はい。 

○委員長（亀田英雄君） 太江田委員。 

○委員（太江田茂君） そのところではない

と。（行政改革課長豊本昌二君「はい」と呼

ぶ） 

 はい、わかりました。 

○委員長（亀田英雄君） ほかに何かありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないようでしたら、

以上で第二次行財政改革実施計画（アクション

プラン）についてを終了いたしますが、きょ

う、３件報告を受けたわけなんですが、委員の

中からいろんな貴重なですね、意見、あったろ

うかと思います。十分尊重されてですね、今後

に反映されていただくようにお願いしたいと思

いますので、特に申し添えておきます。（｢は

い、ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

 そのほかにですね、当委員会の所管事務調査

について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（亀田英雄君） ないですね。なけれ

ば、それでは、以上でですね、本日の委員会の

日程はすべて終了いたしました。 

 総務委員会を散会いたします。 

（午後０時０１分 閉会） 
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